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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  レーザー光を周囲環境に投射して戻る反射光を受光し測定対象物の三次元座標を求める
三次元レーザー光走査装置であって、
  レーザー光を出射するレーザー光源および該レーザー光が測定対象物から反射されて戻
る戻り光を受光する受光器を備えた光学ユニットと、
  前記レーザー光源から出射されるレーザー光の光路を偏向させると共に前記戻り光の光
路を偏向させるミラーおよび該ミラーを第１の軸回りに回転させる回転機構を備えたミラ
ー駆動部と、
  前記光学ユニットおよび前記ミラー駆動部を前記第１の軸と直交する第２の軸回りに回
転または回動させる本体駆動部と、
  レーザー光源から出射した前記レーザー光と測定対象物から反射されて戻る前記戻り光
とを比較して得られる前記測定対象物まで距離および前記第１の軸ならびに前記第２の軸
の回転角度に基づいて前記測定対象物の三次元座標値を演算して記憶するとともに、前記
ミラー駆動部の回転および前記本体駆動部の回転または回動の制御を行う制御部と
  を備え、
　前記制御部は、
　前記測定対象物が平面で且つ前記平面に直交する方向に対して前記第２の軸が所定の角
度で交叉するとき、前記平面における測定対象が近傍から遠端になるに従い、前記第２の
軸の回転または回動の角速度を漸減させ、
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前記測定対象が近傍から遠端になるに従い、前記第１の軸の回転の角速度を前記第２の回
転または回動の角速度の変化に対応させて漸減させる、ことを特徴とする三次元レーザー
光走査装置。
【請求項２】
  請求項１に記載の三次元レーザー光走査装置であって、
  前記制御部は、あらかじめ通常より粗い密度で測定された前記平面の測定結果に基づい
て、設定された測定点密度の基準を満たすように、前記第２の軸の回転または回動の角速
度を制御する、ことを特徴とする三次元レーザー光走査装置。
【請求項３】
  請求項１に記載の三次元レーザー光走査装置であって、
  前記制御部は、あらかじめ通常より粗い密度で測定された前記平面の測定結果に基づい
て、設定された測定点密度の基準を満たすように、前記第１の軸の回転の角速度を制御す
る、ことを特徴とする三次元レーザー光走査装置。
【請求項４】
  レーザー光を周囲環境に投射して戻る反射光を受光し測定対象物の三次元座標を求める
三次元レーザー光走査装置であって、
  レーザー光を出射するレーザー光源および該レーザー光が測定対象物から反射されて戻
る戻り光を受光する受光器を備えた光学ユニットと、
  前記レーザー光源から出射されるレーザー光の光路を偏向させると共に前記戻り光の光
路を偏向させるミラーおよび該ミラーを第１の軸回りに回転させる回転機構を備えたミラ
ー駆動部と、
  前記光学ユニットおよび前記ミラー駆動部を前記第１の軸と直交する第２の軸回りに回
転または回動させる本体駆動部と、
  レーザー光源から出射した前記レーザー光と測定対象物から反射されて戻る前記戻り光
とを比較して得られる前記測定対象物まで距離および前記第１の軸ならびに前記第２の軸
の回転角度に基づいて前記測定対象物の三次元座標値を演算して記憶するとともに、前記
ミラー駆動部の回転および前記本体駆動部の回転または回動の制御を行う制御部と
  を備え、
　前記制御部は、
　前記測定対象物が平面で且つ前記平面に直交する方向に対して前記第２の軸が所定の角
度で交叉するとき、前記測定対象面が近傍から遠端になるに従って、１つの測量点への前
記レーザー光の照射時間または前記レーザー光の強度を増加させる、ことを特徴とする三
次元レーザー光走査装置。
【請求項５】
  請求項４に記載の三次元レーザー光走査装置であって、
  前記制御部は、前記測定対象面が近傍から遠端になるに従い、前記第２の軸の回転また
は回動の角速度を漸減させる、ことを特徴とする三次元レーザー光走査装置。
【請求項６】
  請求項１から５のいずれか１項に記載の三次元レーザー光走査装置であって、
  前記制御部は、あらかじめ通常より粗い走査を行い、前記第２の軸を制御して回転また
は回動させる範囲の情報を取得する、ことを特徴とする三次元レーザー光走査装置。
【請求項７】
  請求項６記載の三次元レーザー光走査装置であって、
  前記制御部は、あらかじめ通常より粗い走査を行い、前記第１の軸を制御して回転させ
る範囲の情報を取得する、ことを特徴とする三次元レーザー光走査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、三次元レーザー光走査装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　測定対象物にレーザー光を照射し、その反射光を受光して距離を測定するレーザー測距
技術は、様々な分野で活用されている。特に、ファクトリーオートメーション（ＦＡ）の
分野では従来から広く利用されており、さらに、最近では自動車の衝突安全回避用のレー
ザーレーダーが実用化され、さらなる需要の拡大が期待されている。
【０００３】
　また、建設市場においても、ＩＣＴ施工（情報化施工）の普及が促進され、工事現場の
施工前、施工後の三次元データの計測が必要になり、建設用途向け三次元レーザー光走査
装置の需要が伸びている。三次元レーザー光走査装置は、また、土木建築・建設分野に限
らずその活用は多岐にわたり、工場やプラント、文化財調査保存、製品検査、リバースエ
ンジニアリング、犯罪・事故現場捜査解析、森林調査、農業、バーチャルリアリティ等、
様々な分野で利用されている。
【０００４】
　以下従来の三次元レーザー光走査装置を説明する。
　従来の三次元レーザー光走査装置には、レーザー光を出力するレーザー光源と測定対象
物から反射されて戻る戻り光を受光する受光器とを備える光学ユニット、レーザー光を周
囲環境の測定対象物に投射する走査装置として、レーザー光源からのレーザー光を水平軸
回りに回転するミラーによって光路を偏向して周囲環境に投射するミラー回転駆動機構、
このミラー回転駆動機構および光学ユニットを垂直軸回りに回転させて、水平方向に走査
させる水平回転機構を備えたものがある。そして、光学ユニット内に、出射するレーザー
光と測定対象物から反射して戻った戻り光との時間差や位相差から、測定対象物までの距
離を算出し、測定対象物までの距離、ミラー回転駆動機構のミラー回転角度、水平回転機
構の回転角度から測定対象物の三次元座標情報を得る制御部を備えている。
　この制御部は、測定対象となる周囲環境の三次元座標情報を算出する演算装置とともに
、レーザー光源、受光器、ミラーや装置の回転駆動を制御する制御機構を備え、また、算
出した三次元座標情報を外部に出力する機能を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００９－５３１６７４号公報
【特許文献２】特表２０１５－５３５３３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
（走査不能領域の存在）
　従来の三次元レーザー光走査装置（以下従来の装置ともいう）を土木建設現場で用いる
場合、三脚などの支持構造体を設置した上で使用する。この場合、従来の装置は、本体装
置を水平面に垂直な軸まわりに回転しながら、水平面に対して４５度になるミラーを水平
な軸まわりに回転させるため、設置場所の直下近傍が走査できない。この測定できない領
域を「走査不能領域」という。
　例えば、道路舗装の工事完了部分である出来形を確認する場合、従来の装置を使って測
量するには、走査不能領域を意識して、路側（ろそく）に従来の装置の三脚をおいて、測
量を行う必要がある。また、道路内で測量する場合には、設置場所直下近傍の走査不能領
域を考慮して、走査不能領域を解消するように測定領域を重複して測量を行う必要がある
。
　このため、測定回数が多くなり、測定時間も増加する。また、重複測定部分が多くなり
、その分、後処理にも時間がかかる。
【０００７】
（点群データの密度ばらつき）
　同様に、従来の装置を土木建設現場で用いる場合、従来の装置は、ミラーを水平軸回り
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に定速度で高速に回転させるとともに、本体を垂直軸回りに回転させて、レーザー光を周
囲環境に投射する構造であるため、一定間隔の時間で測距を行うことによって得られる点
群データは、測定を行う領域によって密度にばらつきが生じる。例えば、道路舗装の出来
形を確認する際には、従来の装置の設置場所から近い領域においては、点群データ密度は
高いが、遠くに行くにしたがって点群データの密度は低くなる。
　これは、ミラーの回転が定速度であるため、一定時間間隔によって生じる回転角度の差
は同じであっても、ミラーによって反射されたレーザー測距のレーザー光が到達する距離
が遠い領域においては、距離が近い領域と比較して道路面に照射されるレーザー光の間隔
が大きく広がってしまうからである。つまり、従来の装置と測定対象面である道路とのｔ
ａｎθの傾きがθによって大きく異なるためである。
【０００８】
　一方、道路の出来形の確認には、規定の広さに何点以上の点群データを要するという基
準が定められており、この水準以上の精度を必要とする。求められる精度を満たすように
、測定可能な最遠端領域で点群データの密度が規定以上になるようにすると、こんどは、
従来の装置の近傍の点群データの密度が過密となり、取得する点群データ量は、必要以上
となってしまうアンバランスが生ずる。
【０００９】
　このように、装置から遠い領域を求められる測定精度を満たすように測定することは、
必要以上に測定回数を増やすこととなって、出来形の確認作業に時間がかかることになる
。また、従来の装置の近傍については、必要以上の測定をするため、必要以上の点群デー
タを取り込み、記憶していることになるので、過大なデータ量を記憶する記憶装置、デー
タ処理のために過大なハードウェアを必要として装置のコストがかさみ、また、多量なデ
ータの処理が必要となり、データ処理がリアルタイムでできない問題が生ずる。
【００１０】
（反射率の低下の問題）
　加えて、従来の装置を土木建設の現場で用いる場合、特定の面の測定を要求されること
が多い。例えば、道路や法面、擁壁や護岸等である。
　道路などの面を測定対象面とすると、装置から遠くになると、反射角度が小さくなるの
で、測定点に入射するレーザー光の角度は小さくなって、反射が少なくなる。また、道路
舗装の出来形検査では、アスファルト舗装面にレーザー光を当てるが、アスファルトのよ
うに反射係数の小さいものでは、戻ってくる反射光は少なくなる。
【００１１】
　このように、三次元レーザー光走査装置から遠い地点から戻ってくる戻り光が少なくな
ると、測定精度が悪化することになる。このため、点群データ密度の基準を満たしたとし
ても、必要な測定精度を満たさなくなるため、測定範囲が狭くなってしまう。測定範囲が
狭くなると、測定回数を多くする必要があり、また、測定時間も増加する。
【００１２】
（過大なデータ量の問題）
　従来の装置は、要求される点群データの密度の水準を満たそうとすると、近傍について
は、多くの点群データを取り込んでいる。この取り込んだ点群データを用いて、現場で設
計図面と比較して出来形確認を行うことは難しい。例えば、測定対象面が道路である場合
、道路以外のものに照射されて測定された点群データは、不要のものであるので、一連の
測定作業が完了してから後処理で点群データを加工することになる。このため、データ処
理に時間がかかっており、現場でリアルタイムに行われるのが好ましい設計図面と比較す
る出来形検査には適さない問題がある。また、一連の測定作業で、多量の点群データを保
持する必要があり、その点群データの記憶のために大容量の記憶装置が必要となる。また
、点群データから三次元座標値に基づく画像を生成するなどの情報処理を行う装置を高速
化する必要もあり、ハードウェアのコストが高くなる問題がある。
【００１３】
　本発明は、このような問題を解決するもので、従来の三次元レーザー光走査装置の機構
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を大きく変更することなく、点群データの密度のばらつきを低減できる三次元レーザー光
走査装置を提供することを目的とする。また、測定対象面の測定時間を短縮でき、測定効
率を向上することができる三次元レーザー光走査装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の側面の三次元レーザー光走査装置は、レー
ザー光を周囲環境に投射して戻る反射光を受光し測定対象物の三次元座標を求める三次元
レーザー光走査装置であって、レーザー光を出射するレーザー光源および該レーザー光が
測定対象物から反射されて戻る戻り光を受光する受光器を備えた光学ユニットと、レーザ
ー光源から出射されるレーザー光の光路を偏向させると共に戻り光の光路を偏向させるミ
ラーおよび該ミラーを第１の軸回りに回転させる回転機構を備えたミラー駆動部と、光学
ユニットおよびミラー駆動部を第１の軸と直交する第２の軸回りに回転または回動させる
本体駆動部と、レーザー光の伝搬時間および第１の軸ならびに第２の軸の回転角度に基づ
いて測定対象物の三次元座標値を演算して記憶するとともに、ミラー駆動部の回転および
本体駆動部の回転または回動の制御を行う制御部とを備え、測定対象物は、平面である測
定対象面であり、測定対象面に直交する方向に対して第２の軸方向が所定の角度で交叉す
ることを特徴する。
【００１５】
　なお、制御部は、測定対象面が近傍から遠端になるに従い、第２の軸の回転または回動
の角速度を漸減させることが好ましく、また、測定対象面が近傍から遠端になるに従い、
第１の軸の回転の角速度を第２の回転または回動の角速度の変化に対応させて漸減させる
ことが好ましい。
【００１６】
　また、本発明の制御部は、あらかじめ通常より粗い密度で測定された測定対象面の測定
結果に基づいて、設定された測定点密度の基準を満たすように、第２の軸の回転または回
動の角速度を制御し、あるいは、第１の軸の回転の角速度を制御することが好ましい。
【００１７】
　また、本発明の他の側面の三次元レーザー光走査装置の制御部は、測定対象面が近傍か
ら遠端になるに従って、１つの測量点への前記レーザー光の照射時間またはレーザー光の
強度を増加させることを特徴とする。
【００１８】
　なお、本発明の制御部は、あらかじめ通常より粗い走査を行い、第２の軸を制御して回
転または回動させる範囲の情報を取得し、また、第１の軸を制御して回転させる範囲の情
報を取得することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　量産可能な装置を用いて、測定対象面の点群データの密度のばらつきを低減でき、測定
時間を短縮し、測定効率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】三次元レーザー光走査装置の構成を示す図である。
【図２】従来の三次元サーザー光走査装置による点群の分布を示す上面図である。
【図３】第１の実施の形態の三次元レーザー光走査装置を路側に設置した例を示す図であ
る。
【図４】第１の実施の形態での道路での点群の分布の例を示す図である。
【図５】第２の実施の形態での本体回転軸の制御を示す図である。
【図６】第２の実施の形態での効果を示す図である。
【図７】第３の実施の形態でのミラー回転軸の制御を示す図である。
【図８】近端と遠端でのレーザー光の反射率の違いを説明する図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２１】
　以下図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
　図１は、本発明の実施の形態に用いる三次元レーザー光走査装置の構成を示す図である
。
　この図１に示す三次元レーザー光走査装置の機械的な機構構成は、従来の三次元レーザ
ー光走査装置と共通であり、後述するように、測定対象物が平面である点、本体軸まわり
の回転または回動制御、ミラーの回転制御が従来の三次元レーザー光走査装置とは異なっ
ている。
【００２２】
　まず、装置の構成とその動作について説明する、本実施の形態の三次元レーザー光走査
装置は、レーザー光を周囲環境に投射して測定対象物から反射して戻った戻り光を受光し
て、測定対象物への距離、角度を検出して、測定対象物の三次元座標情報を得る測量装置
として構成されたものである。
【００２３】
　この三次元レーザー光走査装置は、三次元の走査装置として、水平面に対して４５度傾
いたミラーをモータにより回転させてレーザー光を垂直方向に投射するミラー回転駆動機
構３０、レーザー光を出射するレーザー光源および周囲環境から反射して戻る戻り光を受
光する受光器とを備える光学ユニット２０、これらのミラー回転駆動機構３０と光学ユニ
ット２０とをミラーの回転軸方向と直交する方向（以下本体回転軸という）に回転させる
本体回転機構を備えている。また、投射したレーザー光と測定対象物から反射して戻った
戻り光との時間から測定対象物までの距離を算出し、ミラーの回転軸方向の回転角度、本
体回転軸方向の回転角度から、測定対象物の三次元座標情報を得る演算装置を備える制御
部２５を有している。この制御部２５は、装置の駆動制御も担う。
【００２４】
　以下装置の構成および動作を図１を参照して説明する。
　光学ユニット２０、ミラー回転駆動機構３０を本体回転軸回りに回転させる本体回転機
構は、基台１０上で、光学ユニット２０、ミラー回転駆動機構３０が載置された載置台１
２の回転軸であるスピンドル１３を回転駆動するモータ、減速機構を有する装置回転駆動
機構１１を有する。スピンドル１３には、このスピンドル１３の回転角度を検出するエン
コーダ１４が設けられている。
　なお、三次元レーザー光走査装置１を測量に使用するときは、この基台１０が三脚の上
に取り付けられ、基台１０とともに、本体も傾けることが可能となっている。
【００２５】
　光学ユニット２０には、レーザー光４１を出射するレーザー光源２１、測定対象物から
反射して戻った戻り光を受光する受光器として、ミラー２２、集光レンズ２３、受光セン
サ２４を備えている。
【００２６】
　レーザー光源２１は、赤外帯域の波長のレーザー光を出射できるレーザーダイオードが
あり、レーザー光源２１からは、レーザーダイオードで発生するレーザー光４１が出射さ
れる。レーザー光の波長は、赤外波長で例えば約９８０ｎｍの波長域のものである。レー
ザー光源２１から出射したレーザー光４１は、ミラー２２の中心にある孔を通過して、ミ
ラー回転駆動機構３０のミラー３３によって反射して周囲環境にある測定対象物へレーザ
ー光４１として出射される。
【００２７】
　測定対象物から反射して戻った戻り光４２は、光学ユニット２０内のミラー２２によっ
て反射され、集光レンズ２３によって集光されて、受光センサ２４に導かれる。集光され
た戻り光４２は、受光センサ２４で電気信号に変換され、その信号は制御部２５へ送出さ
れる。
【００２８】
　ミラー回転駆動機構３０は、光学ユニット２０に相対した位置に設けられており、レー
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ザー光源２１からのレーザー光４１を周囲環境の測定対象物に届くように、ミラー３３を
回転してレーザー光の光路の偏向を行う。また、測定対象物から反射して戻った戻り光４
２も光学ユニット２０の受光器に届くようにミラー３３で光路を偏向する。
【００２９】
　ミラー３３は、シリンダ（円筒）３２の先端に４５度の角度で取り付けられており、そ
のシリンダ３２は、ミラー駆動モータ３１により回転される。このミラーの回転軸は、装
置が水平に置かれ、本体軸が垂直軸回りに回転するときは、水平軸回りである。また、シ
リンダ３２には、エンコーダ３４が取り付けられており、シリンダ２２の回転角度を検出
できるようになっている。シリンダ３３は、ミラー回転軸回りに、例えば２０００ｒｐｍ
あるいは６０００ｒｐｍというような数千ｒｐｍの高速度で回転する。この回転によって
、シリンダ３２の先端のミラー３３は高速で回転し、レーザー光源２１から出射したレー
ザー光４１をミラー回転軸回りに周囲環境に出射する。すなわち装置が水平に置かれてい
るときは、垂直方向に周囲環境を走査することになる。ただし、上述のように装置の下方
方向については装置自身が障害となるために対象物との距離は測定できないので、垂直方
向の走査空間は、平角以上に開いた扇形となり、装置の下方方向に走査不能領域ができる
。
【００３０】
　エンコーダ３４は、シリンダ３２の回転角度を検出して、このデータは制御部２５に送
出されているので、制御部２５は、周囲環境への垂直方向の走査データを得ることができ
る。
【００３１】
　装置は、基台１０に減速装置の付いたモータによって駆動する装置回転駆動機構１１が
設けられており、装置回転駆動機構１１が、光学ユニット２０、ミラー回転駆動機構３０
を載置した載置台１２を本体回転軸回りに回転させる。この装置回転駆動機構１１は、ミ
ラー回転駆動機構とちがって、１回転が数十秒から分単位（数ｒｐｍ）となる程度の遅い
回転角度で本体回転軸回り、すなわち、装置本体を傾けないときは水平方向に回転する。
この装置回転駆動機構の回転により、装置は、ミラーの回転による垂直方向の走査ととも
に、水平方向の走査を行い、垂直、水平の三次元の走査を行うことができる。装置回転駆
動機構１１のスピンドル１３には、エンコーダ１４が取り付けられており、装置の本体回
転軸回りの回転角度を検出する。
【００３２】
　制御部２５は、演算装置および記憶部を備えており、レーザー光源２１から出射したレ
ーザー光４１と測定対象物から反射して戻った戻り光４２とを比較し、ＴＯＦ方法あるい
は位相差方法等によって測定対象物までの距離を算出する。そして、エンコーダ３４から
の本体回転軸回りの回転角度、エンコーダ１４からのミラー回転軸回りの回転角度に基づ
いて、測定対象物までの距離、水平角度、垂直角度から、測定対象物の三次元座標情報を
得る。この三次元座標情報は制御部２５内の記憶部に記憶される。また、測定対象物の三
次元座標情報は、インタフェースを介して、外部のパーソナルコンピュータなどに出力で
きる。同時に、制御部２５は、レーザー光源２１の変調発光制御、ミラー駆動モータ３１
等、装置の駆動、測定の制御も行う。
【００３３】
　以下、測定対象物が道路面である実施の形態について説明する。
　上述の三次元レーザー光走査装置が三脚の上に載置され、レーザー光が周囲に照射され
て測量が行われるとする。
　先述の通り、三次元レーザー光走査装置（以下装置と略することもある）が三脚に載置
された上で平面に設置されて走査を行った場合、装置の足元には測定不能領域ができる。
三脚や装置の構造上の都合で下方向へレーザー光が照射できないからである。
　この状況を図２で示している。図２は装置を平面に置いて走査した際のレーザー光が照
射される点の状況を上から見たものである。中心部にある円内の空白が測定不能領域であ
る。また、中心からの距離が遠くになるにしたがって、レーザー光の照射される点の間隔
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が広がっていく。
　仮に道路面の長辺方向が上下になるよう上からみた場合、装置を道路右側の路側に設置
するためには、この測定不能領域である円が道路面にかからないよう、道路と路側の境が
測定不能領域の中心円の左縁に接するようにする必要がある。
　よって、点群データの中心は道路面の外である路側の領域となるため、測定した点群デ
ータの半分以上が無駄となる。
【００３４】
（第１実施形態）
　図３は、本発明の第１の実施の形態の一例であり、路側に置いた装置を三脚上で９０度
傾けて、本体回転軸を道路面に対して平行にするとともに、道路の短辺方向に本体回転軸
方向を向けた様子を示している。
　本体回転軸を９０度傾けることで、基台１０の本体回転軸、すなわち本体回転軸方向が
垂直方向であったものが、水平方向になり、道路の短辺方向（道路を横断する方向）と平
行となる。
　一方、ミラーの回転軸は本体回転軸と直交しているので従来は水平であったものが、本
実施形態では本体回転軸の回転に応じて変化することになる。ミラーの回転軸と本体回転
軸とを回転させながら一定の時間間隔でレーザー光を照射すると、レーザー光が照射され
た測定対象である各点の連なりは言うなればレーザー光照射の軌跡と看做すことができる
。
　先述のとおり、ミラーの回転軸における回転速度は本体回転軸の回転速度より１０００
倍程度速い。よって、本実施例でのレーザー光照射の軌跡は道路面の短辺方向に平行な筋
となり、この筋が複数に道路面の長辺方向に現れる。
【００３５】
　図４は、装置を路側において道路面に平行に装置を傾けて、レーザー光を出射したとき
の道路にレーザー光が照射される点（上述の軌跡、筋）を模式的に描いたものである。こ
の場合、道路の短辺方向に平行にレーザー光照射の軌跡が形成される。本体回転軸が道路
面に平行になるよう傾けられることにより本体回転軸が回転すると上述の軌跡は直前の軌
跡と道路長辺方向に一定の間隔を以って平行となる。結果、道路短辺方向と平行な方向に
伸びる複数の筋として道路面上にレーザー光が照射されることとなり、この軌跡に相当す
る点群データを取得することができる。
【００３６】
　従来のように装置を水平に設置してレーザー光を照射した場合、装置を中心として同心
円の点群データが形成されるのに対して、本実施例のように装置を９０度傾けて、本体回
転軸を道路面に平行にすると、道路短辺方向に平行なレーザー光照射の軌跡が道路長辺方
向に複数平行して現れ、これに相当する点群データを得ることができる。この点群データ
は、装置を従来のように水平に置いたときに比べて、足元の走査不能領域が解消されるの
で、無駄な点群データは少なくなる。また、道路の長辺方向においては、従来に比べて遠
くの点群密度は高くなる利点がある。
　これにより、従来に比べると、測定可能距離が伸びるので、装置を路側に設置する回数
を減らすことができ、段取り時間などを含めた総測定時間を短縮することが可能である。
【００３７】
　なお、測定対象面は、必ずしも完全な平面であることはないので、三次元レーザー光走
査装置の能力や許容される誤差などから、精密に９０度傾ける必要はない。可能な角度の
範囲で傾ければよく、道路面に対して厳密に平行である必要はない。測定対象が壁などの
法面であれば、当該法面に対して概ね平行な角度に傾ければよい。
【００３８】
（第２実施の形態）
　第２の実施の形態は、装置を道路面に対して９０度傾けておいて、本体回転軸まわりの
回転の速度、すなわち角速度を、装置の近傍を測定する際には高速に、測定する箇所が装
置から遠ざかるにしたがって低速にするように制御する。
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　図３の第１の実施の形態は、装置足元の測定不能領域は解消するが、装置の近傍と遠端
では点群データ密度に差異があり、近傍は密度が高く、遠端は密度が低い。なお、遠端と
は、装置から計測可能な遠くの距離にある測定対象物の意味で用いている。
【００３９】
　第２の実施の形態では、本体回転軸の角速度を可変とし、測定対象が装置の近傍の際に
は角速度を速くし、遠端では角速度を遅くするように制御する。
　図５は、本体回転軸の角速度と距離との対応関係を示す図であり、測定対象との距離が
長くなる（＝本体回転軸の回転角度が大きくなる）にしたがって、本体回転軸回りの角速
度を漸減させている。
【００４０】
　図６は、この第２の実施の形態における点群データの分布を模式的に示すものである。
　道路面に垂直方向をＺ軸、道路の短辺方向をＸ軸、長辺方向をＹ軸方向とする。第２の
実施の形態では、装置の近傍、足元では、角速度を大きく、遠くに行くにしたがって、角
速度が低下するので、Ｙ軸方向の点群データの間隔を図６に示されるように、均整化する
ことができる。
【００４１】
　この制御は、本体回転軸に設けられているエンコーダ１４により回転の角度が検出され
ていることにより可能となる。エンコーダ１４の検出出力に基づき、Ｚ軸方向の角度を０
度としたとき、水平方向である左右９０度に近づくにしたがって、図５に示すように回転
速度を遅くなるよう制御する。
【００４２】
　上述の説明は、本体回転軸を回転、すなわち、同一方向に回転させることで説明したが
、本体軸を回動、すなわち、ある角度の範囲内で往復運動させるように制御してもよい。
この場合、遠端部を照射する角度で本体軸の角速度が低下するので、一旦停止して逆方向
に回るようにし、反対側の遠端部でも同様にする。すなわち、振り子のような軸運動にな
る。
　この回動は、１８０度の幅で往復するようにしてもよいし、また、１８０度以上、以下
でもよい。
　このように、本体回転軸の角速度をレーザー光を照射する距離、すなわち、装置から測
量点までの角度によって可変とすることで、点群データの密度の均整化を図ることが可能
である。
【００４３】
（第３実施の形態）
（Ｘ軸方向の点群データ密度均整化　ミラー回転速度の制御）
　第２の実施の形態で、本体回転軸の角速度を変化させることで、道路の長辺方向である
Ｙ軸方向での点群データ密度を均整化できることを説明した。
　一方、道路の短辺（横断）方向であるＸ軸方向でも装置の近傍から遠端に行くにしたが
って、点群データの密度は低くなるので、装置の近傍と遠端とでは、点群データ密度にば
らつきが生ずる。
【００４４】
　ここで、本体回転軸の角速度を変化させると同様にミラー回転軸の角速度を変化させる
ことを考える。
　ミラー回転軸の回転は、上述のように、２０００ｒｐｍから６０００ｒｐｍというよう
に数千ｒｐｍで回転させており、数ｒｐｍ程度の速度で回転する本体軸回転速度と異なり
、経済的な部品を採用した三次元レーザー走査装置では、１回転中での角速度の可変制御
は困難である。
　しかしながら、本体回転軸の回転の角速度をＹ軸方向の距離に対応して可変に制御して
も、Ｘ軸方向の点群データ密度は、装置の近傍と遠端とでは、Ｘ軸方向の点群データの密
度が異なっている。
【００４５】
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　そこで、図７に示すように、Ｙ軸方向の距離、すなわち、本体回転軸の角度に応じてミ
ラーの回転速度を漸減可変とすることで、道路のＹ軸方向の近傍と遠端とでの点群データ
の密度均整化を図ることができる。
　なお、装置から測定対象面である道路をみた近傍と遠端とでは、点群データの密度のア
ンバランスは完全に解消されない場合がある。この際には、遠端部で規定の点群データ密
度となるようにした上で、近傍の点群過密領域において、点群データを間引くようにして
もよい。このようにして、点群データ全体の精度とデータ総量のバランスをとることが可
能である。
【００４６】
（第４実施の形態）
（近傍から遠端に行くに伴う光量低下による計測精度の悪化の抑止）
　図８は、三次元レーザー光走査装置から照射されるレーザー光の様子を示すものである
。三次元レーザー光走査装置は、三脚の上に載置されており、近くの地表面と遠くの地表
面とのそれぞれについてのレーザー光の入射する角度が異なることを明示している。
　このように、照射距離が長くなる（遠い）地点ほど光路長が伸びることによる反射光量
の減衰がある。また、入射角が浅くなることによる反射光量の低下が生ずる。さらに、測
定対象面である道路面がアスファルトのような光を吸収しやすい低反射率な素材であると
、道路面で反射して戻る戻り光の光量はさらに低下するので、測距精度の低下に結びつく
。従って、レーザー光の発光量が一定であると、遠い地点ほど測距精度が低下してしまう
ことになる。
【００４７】
　このような測距精度の低下を補償するため、１点の測距にかける時間を長くすることで
対応する。この「測距にかける時間を長くする」とは、同一点の測距においてレーザー光
測距を通常の数倍回行い平均値を求めて精度を向上させることや、レーザー光測距の際に
照射するレーザー光の変調基準周波数をより低い周波数に変更することである。
　通常では多数の点群データを短時間で取得することが求められるために、変調基準周波
数には例えば１ＧＨｚといった周波数が採用される。この周波数を維持したまま同一点に
対して複数回の測距を行って平均値を求めても良いし、変調基準周波数をより低い周波数
の発振回路に切り換えたり分周器などで低周波化したりするなどして同一点の測距におけ
るレーザー光照射時間を長くしても良い。また、この両者を組合せ、変調基準周波数をよ
り低い値にしつつ同一点に対して複数回の測距を行っても良い。
【００４８】
　従来の三次元レーザー光走査装置では、測距精度を決める変調基準周波数以外に複数の
変調周波数を用いて中精度な中距離測距や低精度な長距離測距といった特徴のある測距を
同時に行い、これらの結果を合成してレーザー光測距を実現している。例えば１ＧＨｚ、
１０００ｋＨｚ、１００ｋＨｚといった周波数が採用される。
　これらは個別に発振回路を設けても良いが、精度に影響力のある一番周波数が高い変調
基準周波数で発振させ他の周波数は分周やＰＬＬなどで生成させると精度安定度が向上す
る。
　位相差方式での場合、変調基準周波数を掃引することによってレーザー光照射時間を増
加させても良い。掃引を施すことで、出射されるレーザー光４１と測定対象に反射されて
戻る戻り光４２との比較の際に変調基準周波数の変化が距離成分として加味されるため、
測距精度向上につながる。
【００４９】
　以上の場合、１点に当たる照射時間を長くするように制御するものであるが、反射して
戻る光量の低下を補償しようとするものであるので、レーザー光源から出射されるレーザ
ー光の強度を距離によって増加するように制御してもよい。
【００５０】
（第５実施の形態）
（予備的粗走査による走査パラメーターの取得）
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　上述の走査の前にあらかじめ粗走査を行って、測定を行う測定対象物を認識して、本走
査のための各種パラメーターを設定して、測定を行うことができる。
　まず、測定の事前設定として、「測定に必要な最低限の点群密度」や「許容される測距
精度」などの情報を入力しておき、三次元レーザー光走査装置を測定対象である道路工事
現場近傍に設置する。
　操作者は、装置に対して一次粗走査を指示し、装置は、一次粗走査として、通常より粗
い点密度での走査を行い、周囲に存在する測定面を検出する。そして、所定の条件に合致
する面を測定対象面として自動認識する。続けて二次粗走査を自動認識した対象面に対し
て行う。この際に、「対象面の全領域で点群データ密度が所定値以上になること」、「対
象面内の各領域の計算上の反射率および実際の受光量より測距精度を担保するための必要
な１点あたりの測距時間」などを考慮して本体回転軸、ミラー回転軸の変化範囲および角
速度変化特性などの各種パラメーターを決定する。
　そして、この決定されたパラメーターに基づいて本走査を行う。
【００５１】
　このような手順を自動的に実行することで、三次元レーザー光走査装置を測定対象物で
ある道路などに設置してから点群データを取得するまでの時間が大幅に短縮され、かつ、
必要十分な精度で無駄な情報のない利用効率の高い点群データを取得することができる。
【００５２】
　以上、本発明について好適な実施の形態を説明したが、本発明はこれらの実施の形態に
限定されるものではなく、発明の精神を逸脱しない限り多くの改変を施すことが可能であ
るのはもちろんである。
【００５３】
（産業上の利用可能性）
　本発明では、三次元レーザー光走査装置のミラー回転駆動機構、光学ユニット、本体回
転駆動機構は、従来装置と大幅な変更はなく、量産可能な三次元レーザー光走査装置を使
用して、短時間で高精度な点群データを容易に得ることができる。
　このため、装置のコストが高価になることなく、短時間で高精度な測定ができるので、
道路面などの測量に用いた場合において、高い実用性を発揮できる。
【符号の説明】
【００５４】
　１０　　基台
　１１　　装置回転駆動機構
　１２　　載置台
　１３　　スピンドル
　１４　　エンコーダ
　２０　　光学ユニット
　２１　　レーザー光源
　２２　　ミラー
　２３　　集光レンズ
　２４　　受光センサ
　２５　　制御部
　３０　　ミラー回転駆動機構
　３１　　モータ
　３２　　シリンダ
　３３　　ミラー
　３４　　エンコーダ
　４１　　レーザー光
　４２　　戻り光
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